
道州制特区推進法の概要

北海道

＊この資料では、「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」に
ついて、「道州制特区推進法」や「法」と略して記載しています。
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政府が道州制特区の対象となる都道府県を「特定広域団体」として指定（政令）

対象となりうるのは、北海道又は３以上の都府県が合併した都府県

実際に権限移譲をスタートさせるため、
北海道が「道州制特別区域計画」を作成

道州制特別区域推進本部で北海道知事
が総理・閣僚と同じテーブルで直接議論

提案が
受け入
れられ
た場合

政府が基本方
針を変更（閣議
決定）

提案が
受け入
れられ
なかっ
た場合

その旨及びそ
の理由を道に
通知・公表
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１ 概要１ 概要

基本方針の中で、権限移譲など
法令の特例措置について規定

道州制特別区域
推進本部

・本部長
内閣総理大臣

・副本部長、本部員
国務大臣

・参与（政令で規定）
北海道知事

→基本方針案作成

関係市町村の意
見聴取・道議会
の議決が必要

関係市
町村の
意見聴
取・道
議会の
議決が
必要

基本方針の変更提案 ～

北海道が素案を添えて新た
な権限移譲等を国に提案

政府が「道州制特別区域基
本方針」を作成（閣議決定）



2 ポイント2 ポイント

○法の目的として「地方分権の推進」を明記

○道からの提案に基づき、権限移譲等を
積み重ねていくシステムを法的に構築

○推進本部に知事が参画して、総理・閣僚と
直接議論の上推進する仕組みを実現

○地方自治体の自主性・裁量性に配慮した
制度設計（全額を交付金、道の計画作成により移譲、計画作成に国の同意不要等）

○他の都府県も参加可能となり、道州制議論、
地方分権の全国的な広がりを期待
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○法に「道州制特別区域」を明記

○道の提案に対し、遅滞なく対応することを
政府に義務付け（提案を受け入れない場合も、その旨・理由の道への通知義務）



3 目的・基本理念(第１・３条)3 目的・基本理念(第１・３条)

広域にわたる行政の重要性が増大していること
にかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制
特別区域計画に基づく特別の措置等について
定め、もって地方分権の推進及び行政の効率
化に資するとともに、北海道地方その他の各地
方の自立的発展に寄与することを目的とする

※ 「広域行政」とは

特定広域団体により実施されることが適当と認められる
広域にわたる施策（広域的施策）に関する行政
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＜目的＞

＜基本理念＞
広域行政の推進は、

・広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及

び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効

かつ適切に組み合わせて一体的に活用すること

・その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住

民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与すること

・国と道との適切な役割分担及び密接な連携の下に道の自主性

及び自立性が十分に発揮されること

を旨として行われなければならない



4 道州制特別区域(第２条)4 道州制特別区域(第２条)

北海道地方

又は

自然、経済、社会、文化等において密接な関係

が相当程度認められる地域を一体とした地方

３以上の都府県の区域の全部を
その区域に含むものに限る

のいずれかの地方の区域の全部をその区域
に含む都道府県であって政令で定めるもの
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5 道州制特別区域基本方針(第５条)5 道州制特別区域基本方針(第５条)

政府は、広域行政の推進に関する基本的
な方針を閣議決定の上策定

・意義及び目標に関する事項

・政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

・ 政府が講ずべき措置（特定事務等の範囲の見直

しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含

む。）についての計画及び当該計画の計画期間

・特区計画の作成に関する基本的な事項

・評価に関する基本的な事項

・その他必要な事項

＜内容＞

＜変更＞

計画期間の満了時において、また、情勢の推移に
より、必要が生じたときは、内閣総理大臣は推進本
部が作成した基本方針の変更案について、閣議の決
定を求める
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※ 基本方針案は推進本部が作成



6 道からの提案(第６条)6 道からの提案(第６条)

道は、特区計画の実施を通じて得られた知見
に基づき、基本方針の変更提案ができる

※ その際、変更の素案を添えなければならない

道

内閣総理大臣

提案

＋ 関係市町村の意見聴取・道議会議決

変更の必要があると判断される場合

変更の必要がないと判断される場合

推進本部が作成する基本方針

の変更の案を閣議決定

その旨及びその理由を、

道に通知・公表

遅滞なく

遅滞なく
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推進本部
での議論

知事も参与
として参画



7 道州制特別区域計画(第７条)7 道州制特別区域計画(第７条)

道は、基本方針に基づき、特区計画を作成
することができる

政府 ＝ 基本方針

基本方針
に基づき

（閣議決定）

道 ＝ 特区計画 （道議会の議決）

関係市町村の意見

＜内容＞

・目標
・実施しようとする広域的施策の内容
・広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために

併せて実施しようとする特定事務等に関する事項
・砂防、治山、開発道路、２級指定河川の各事業
・広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とす

る評価に関する事項
・その他内閣府令で定める事項

公表

公告

総理に提出 公表
必要な助
言・援助
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8 移譲対象事務事業(第7・11～16条)8 移譲対象事務事業(第7・11～16条)

【指定医療機関の指定等に関する事務】

○児童福祉法の特例

○生活保護法の特例

○母子保健法の特例

【商工会議所の監督に関する事務】

○商工会議所法の特例

【調理師養成施設の指定に関する事務】

○調理師法の特例

【危険猟法（麻酔薬の使用）の許可】

○鳥獣保護法の特例

○政省令の特例措置

○砂防事業の一部

○治山事業の一部

○開発道路

○２級指定河川

「法令の特例措置」

・法令の特例措置が適用さ
れるものとしてその範囲が
定められているもの

・法の別表に規定

「特定事務等」

対象事業は、所管大臣が総理大臣に協
議の上指定
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法に基づき特区計画に規定することで移譲



9 交付金(第19条)9 交付金(第19条)

開発道路等の事業が特区計画に記載されて
いる場合、その実施に要する経費に充てる
ため、主務省令で定めるところにより、予
算の範囲内で、交付金を交付

○特定砂防工事交付金

○特定保安施設事業交付金

○特定道路事業交付金

○特定河川改良工事交付金

主務省令において、整備の状況その他の
事項を勘案し、かつ、砂防法、森林法そ
の他の法令の規定により国が実施するな
らば要する費用について国が負担すること
となる割合を参酌して定める

※ 交付金額の算定

10



10 道州制特別区域推進本部(第20～29条)10 道州制特別区域推進本部(第20～29条)

広域行政の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するため、内閣に推進本部を
置く

＜所掌事務＞

・基本方針の案の作成に関すること

・基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること

・この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること

・広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案

並びに総合調整に関すること

参与は
政令で規定

本部長 － 副本部長 － 本部員
（内閣総理大臣）（国務大臣）（左記以外の全ての国務大臣）

※ 本部に関する事務は、内閣官房にお
いて処理し、内閣官房副長官補が掌理
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11 施行期日と見直し規定(附則第1・3条)11 施行期日と見直し規定(附則第1・3条)

○ 公布の日から起算して６月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行

○ 法令の特例措置 平成１９年４月１日

○ 砂防事業 平成２２年度

○ 治山事業 平成１９年度

○ 開発道路 平成２２年度

○ ２級指定河川 平成２２年度

※ 見直し規定

平成１９年４月１日から８年を経過した場合に

・国及び道の行政の効率化の状況

・この法律の施行状況

・経済社会情勢の変化等 を勘案し、

交付金に関する制度その他の広域行政の推進に関する制

度について検討を行い、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずる

19.4.1

基本
方針
策定

推進計画
議決・公告

法令の特例措
置施行

治山事業移譲

22.4.118.5

法
施
行

砂防事業、
開発道路、
２級河川の
移譲

政
省
令
制
定

法
公
布

12

国
会
提
出



これまでは、調理師試験や調理師養成施設の指定を行うための調査は道が、調理
師養成施設の指定は国が行っていましたが、推進法施行後は、調理師養成施設の
指定に関する事務を、試験、調査等の事務と併せて道が一体的に行います。

これまでは、調理師試験や調理師養成施設の指定を行うための調査は道が、調理
師養成施設の指定は国が行っていましたが、推進法施行後は、調理師養成施設の
指定に関する事務を、試験、調査等の事務と併せて道が一体的に行います。

１ 調理師養成施設の指定（平成19年４月１日移譲予定）

調理師試験、調理師養成施設の指定を行うための調査、調理師養成施設指定の窓口が道に一
本化されることとなり、申請者の利便性が向上します。

調理師試験、調理師養成施設の指定を行うための調査、調理師養成施設指定の窓口が道に一
本化されることとなり、申請者の利便性が向上します。

これまでは、児童福祉法に基づく療育医療といった公費負担医療等を提供する病
院等の指定は、国等が開設したものは国が、それ以外は道が行っていましたが、
推進法施行後は、道が一元的に行います。
※指定の一部は、札幌市等の大都市の区域内にある病院については、市が直接行っています。

これまでは、児童福祉法に基づく療育医療といった公費負担医療等を提供する病
院等の指定は、国等が開設したものは国が、それ以外は道が行っていましたが、
推進法施行後は、道が一元的に行います。
※指定の一部は、札幌市等の大都市の区域内にある病院については、市が直接行っています。

２ 国又は独立行政法人が開設する医療機関に係る公費負担医療
等を行う指定医療機関等の指定（平成19年４月１日移譲予定）

地域住民が必要とする公費負担医療等の提供を、地域に身近な道が主体的、一元的に行うこ
とが可能になります。

地域住民が必要とする公費負担医療等の提供を、地域に身近な道が主体的、一元的に行うこ
とが可能になります。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

【特例措置の内容】

【期待される効果】

１2 移譲対象事務事業の内容１2 移譲対象事務事業の内容
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４ 商工会議所に対する監督の一部（平成19年４月１日移譲予定）

商工会議所に関する許認可等の事務については、項目により、国、道がそれぞ
れ行っていますが、推進法施行後は、これまで北海道経済産業局が行っていた
商工会議所の定款変更の一部（目的、名称、議員総会に関する事項、常議員総
会に関する事項、経理に関する事項など）、解散時の認可についても道が行いま
す。

商工会議所に関する許認可等の事務については、項目により、国、道がそれぞ
れ行っていますが、推進法施行後は、これまで北海道経済産業局が行っていた
商工会議所の定款変更の一部（目的、名称、議員総会に関する事項、常議員総
会に関する事項、経理に関する事項など）、解散時の認可についても道が行いま
す。

地域により身近な道において手続きを行うことができる範囲が拡大され、申請者の利便性が向
上します。

地域により身近な道において手続きを行うことができる範囲が拡大され、申請者の利便性が向
上します。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

３ 鳥獣保護法に係る危険猟法（麻酔薬の使用）の許可

これまでは、エゾシカやヒグマなどの鳥獣を麻酔薬を用いて捕獲しようとする場合、
道の捕獲許可の対象となっているものは、道の捕獲許可とは別に、国から麻酔薬
の使用による捕獲の許可を受けなければなりませんでしたが、推進法施行後は、
麻酔薬の使用による捕獲の許可については、道が行います。

これまでは、エゾシカやヒグマなどの鳥獣を麻酔薬を用いて捕獲しようとする場合、
道の捕獲許可の対象となっているものは、道の捕獲許可とは別に、国から麻酔薬
の使用による捕獲の許可を受けなければなりませんでしたが、推進法施行後は、
麻酔薬の使用による捕獲の許可については、道が行います。

道が、捕獲許可事務と麻酔薬使用による捕獲許可事務とを一元的に所管することにより、申請
者の手続きが軽減し、利便性が向上するとともに、許可事務の迅速化、効率化が図られます。

道が、捕獲許可事務と麻酔薬使用による捕獲許可事務とを一元的に所管することにより、申請
者の手続きが軽減し、利便性が向上するとともに、許可事務の迅速化、効率化が図られます。

 

【特例措置の内容】

【期待される効果】

（平成19年４月１日移譲予定）
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砂防事業については、高度な技術を要する、あるいは、工事費が多額であるなど、一定の条
件に該当する場合には、国が直接実施していますが、推進法施行後は、その一部を道が実施
します。なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定砂防
工事交付金」として措置されます。
※1 推進法により移譲対象となるのは、直轄砂防事業のうち、火山砂防事業（十勝岳、樽前山）を除いたもので

す。
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

砂防事業については、高度な技術を要する、あるいは、工事費が多額であるなど、一定の条
件に該当する場合には、国が直接実施していますが、推進法施行後は、その一部を道が実施
します。なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定砂防
工事交付金」として措置されます。
※1 推進法により移譲対象となるのは、直轄砂防事業のうち、火山砂防事業（十勝岳、樽前山）を除いたもので

す。
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

６ 直轄通常砂防事業の一部（平成22年度以降移譲予定）

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、同一区域内にある既存の砂防施設
の管理を含め、計画的、一体的に整備することが可能となります。また、財源が道の裁量性が
高まる形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施することが可能
となります。

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、同一区域内にある既存の砂防施設
の管理を含め、計画的、一体的に整備することが可能となります。また、財源が道の裁量性が
高まる形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施することが可能
となります。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

民有林の治山事業については、高度な技術を要する、あるいは、事業費が多額であるなど、
一定の条件に該当する場合には、国が直接実施していますが、推進法施行後は、その一部を
道が実施します。なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である
「特定保安施設事業交付金」として措置されます。
※ 国から移譲される具体の事業箇所については、農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ
れています。

民有林の治山事業については、高度な技術を要する、あるいは、事業費が多額であるなど、
一定の条件に該当する場合には、国が直接実施していますが、推進法施行後は、その一部を
道が実施します。なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である
「特定保安施設事業交付金」として措置されます。
※ 国から移譲される具体の事業箇所については、農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ
れています。

５ 民有林の直轄治山事業の一部（平成19年度以降移譲予定）

国が行う治山施設の整備と道が実施する植栽事業等を一元的に行うことで、流域一体として地
域の実情に応じて治山事業等を効率的、効果的に実施することができるようになります。また、
財源が道の裁量性が高まる形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業
を実施することが可能となります。

国が行う治山施設の整備と道が実施する植栽事業等を一元的に行うことで、流域一体として地
域の実情に応じて治山事業等を効率的、効果的に実施することができるようになります。また、
財源が道の裁量性が高まる形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業
を実施することが可能となります。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

地 区 名 関係市町村 支 庁

石狩川地区 浦臼町、月形町 空知

尻別川地区 倶知安町、京極町、喜茂別町 後志

◇ 参 考（平成18年度の事業実施箇所）

地 区 名 関係市町村 支 庁

石狩川水系豊平川 札幌市 石狩

十勝川水系札内川 帯広市、中札内村 十勝

◇ 参 考（平成18年度の事業実施箇所）
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これまで国が実施していた開発道路の改築工事を、推進法施行後は、道が実施します。なお、
道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定道路事業交付金」
として措置されます。
※1 「開発道路」～国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めた一定区間の道道や市町村道において、

新設・改築・維持補修などを本来の道路管理者に代わって国（北海道開発局）が行う制度
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

これまで国が実施していた開発道路の改築工事を、推進法施行後は、道が実施します。なお、
道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定道路事業交付金」
として措置されます。
※1 「開発道路」～国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めた一定区間の道道や市町村道において、

新設・改築・維持補修などを本来の道路管理者に代わって国（北海道開発局）が行う制度
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

７ 開発道路に係る直轄事業（平成22年度以降移譲予定）

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、隣接する道道と一
体的に整備することができるようになります。また、財源が道の裁量性が高ま
る形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施す
ることが可能となります。

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、隣接する道道と一
体的に整備することができるようになります。また、財源が道の裁量性が高ま
る形で交付金として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施す
ることが可能となります。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

これまで国が実施していた二級指定河川の改良工事を、推進法施行後は、道が実施します。
なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定河川改良工
事交付金」として措置されます。
※1 「二級指定河川」～国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めた一定区間の二級河川において、改

良工事、維持修繕などを本来の河川管理者に代わって国（北海道開発局）が行う制度
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

これまで国が実施していた二級指定河川の改良工事を、推進法施行後は、道が実施します。
なお、道への移譲にあたっての財源は、新設される事項別の交付金である「特定河川改良工
事交付金」として措置されます。
※1 「二級指定河川」～国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めた一定区間の二級河川において、改

良工事、維持修繕などを本来の河川管理者に代わって国（北海道開発局）が行う制度
※2 国から移譲される具体の事業箇所については、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定することとさ

れています。

８ 二級河川に係る直轄事業（平成22年度以降移譲予定）

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、隣接する指定外のｴﾘｱ(道管理部分)
と一体的に整備することができるようになります。また、財源が道の裁量性が高まる形で交付金
として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施することが可能となります。

地域により身近な道が地域住民の声を十分踏まえながら、隣接する指定外のｴﾘｱ(道管理部分)
と一体的に整備することができるようになります。また、財源が道の裁量性が高まる形で交付金
として措置されることにより、地域の実情に応じて事業を実施することが可能となります。

【特例措置の内容】

【期待される効果】

地 区 名 関係市町村 支 庁

声問川 稚内市 宗谷

標津川 標津町、中標津町 根室

◇ 参 考（平成18年度の事業実施箇所）

路 線 名 関係市町村名 支 庁

美唄富良野線 美唄市、芦別市 空知

名寄遠別線 幌加内町、遠別町 空知・留萌

北檜山大成線 せたな町 檜山

◇ 参 考（平成18年度の事業実施箇所）

路 線 名 関係市町村名 支 庁

北進平取線 厚真町（むかわ町） 胆振

富良野上川線 東川町、美瑛町 上川

（注）むかわ町（旧穂別町）の区間は既に道に引継ぎ
を終えているもの
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